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建
築
基
準
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
建
設
省
令
第
四
十
号
）
（
抄
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
計
画
の
変
更
に
係
る
確
認
を
要
し
な
い
軽
微
な
変
更
）

（
計
画
の
変
更
に
係
る
確
認
を
要
し
な
い
軽
微
な
変
更
）

第
三
条
の
二

法
第
六
条
第
一
項
（
法
第
八
十
七
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す

第
三
条
の
二

法
第
六
条
第
一
項
（
法
第
八
十
七
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。
）
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
軽
微
な
変
更
は
、
次
に
掲

る
場
合
を
含
む
。
）
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
軽
微
な
変
更
は
、
次
に
掲

げ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
安
全
上
、
防
火
上
及
び
避
難
上
の
危
険
の
度
並
び
に

げ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
安
全
上
、
防
火
上
及
び
避
難
上
の
危
険
の
度
並
び
に

衛
生
上
及
び
市
街
地
の
環
境
の
保
全
上
の
有
害
の
度
が
高
く
な
ら
な
い
も
の

衛
生
上
及
び
市
街
地
の
環
境
の
保
全
上
の
有
害
の
度
が
高
く
な
ら
な
い
も
の

と
す
る
。

と
す
る
。

一
～
七

（
略
）

一
～
七

（
略
）

八

構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
で
あ
っ
て
、
基
礎
ぐ
い
、
間
柱
、
床
版
、
屋

（
新
設
）

根
版
又
は
横
架
材
（
小
ば
り
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
も
の
に
限
る
。
）
の

位
置
の
変
更
（
変
更
に
係
る
部
材
及
び
当
該
部
材
に
接
す
る
部
材
以
外
に

応
力
度
の
変
更
が
な
い
場
合
で
あ
っ
て
、
変
更
に
係
る
部
材
及
び
当
該
部

材
に
接
す
る
部
材
が
令
第
八
十
二
条
各
号
に
規
定
す
る
構
造
計
算
に
よ
っ

て
確
か
め
ら
れ
る
安
全
性
を
有
す
る
も
の
に
限
る
。
）

九

構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
で
あ
る
部
材
の
材
料
又
は
構
造
の
変
更
（
変

（
新
設
）

更
後
の
建
築
材
料
が
変
更
前
の
建
築
材
料
と
異
な
る
変
更
及
び
強
度
又
は

耐
力
が
減
少
す
る
変
更
を
除
き
、
第
十
一
号
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
材
料

又
は
構
造
を
変
更
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
材
料

又
は
構
造
と
す
る
変
更
に
限
る
。
）

十

構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
以
外
の
部
分
で
あ
っ
て
、
屋
根
ふ
き
材
、
内

（
新
設
）

装
材
、
外
装
材
、
帳
壁
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
建
築
物
の
部
分
、
広
告

塔
、
装
飾
塔
そ
の
他
建
築
物
の
屋
外
に
取
り
付
け
る
も
の
若
し
く
は
当
該

取
り
付
け
部
分
、
壁
又
は
手
す
り
若
し
く
は
手
す
り
壁
の
材
料
若
し
く
は

構
造
の
変
更
（
次
号
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
材
料
又
は
構
造
を
変
更
す
る

場
合
に
あ
っ
て
は
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
材
料
又
は
構
造
と
す
る
変
更

に
限
る
。
）
又
は
位
置
の
変
更
（
間
仕
切
壁
に
あ
っ
て
は
、
主
要
構
造
部

で
あ
る
も
の
及
び
防
火
上
主
要
な
も
の
を
除
く
。
）
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（
削
除
）

八

第
一
条
の
三
第
一
項
の
表
一
の
各
階
平
面
図
及
び
同
表
の
二
面
以
上
の

断
面
図
並
び
に
同
項
の
表
二
の

欄
の
各
階
平
面
図
、
二
面
以
上
の
断
面

（ろ）

図
、
基
礎
伏
図
、
各
階
床
伏
図
、
小
屋
伏
図
及
び
二
面
以
上
の
軸
組
図
に

お
け
る
間
仕
切
壁
（
主
要
構
造
部
で
あ
る
も
の
及
び
防
火
上
主
要
な
も
の

を
除
く
。
）
の
変
更

十
一

建
築
物
の
材
料
又
は
構
造
に
お
い
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
材

九

別
記
第
二
号
様
式
に
よ
る
申
請
書
の
第
四
面
の
第
十
一
欄
か
ら
第
十
三

料
又
は
構
造
を
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
材
料
又
は
構
造
と
す
る
変
更
（
第

欄
ま
で
に
記
載
す
べ
き
事
項
並
び
に
第
一
条
の
三
第
一
項
の
表
一
の
各
階

九
号
及
び
前
号
に
係
る
部
分
の
変
更
を
除
く
。
）

平
面
図
、
二
面
以
上
の
立
面
図
、
二
面
以
上
の
断
面
図
、
基
礎
伏
図
、
各

階
床
伏
図
、
小
屋
伏
図
及
び
構
造
詳
細
図
並
び
に
同
項
の
表
二
の

欄
の

（ろ）

各
階
平
面
図
、
二
面
以
上
の
立
面
図
、
二
面
以
上
の
断
面
図
、
基
礎
伏
図

、
各
階
床
伏
図
、
小
屋
伏
図
、
構
造
詳
細
図
、
使
用
建
築
材
料
表
及
び
室

内
仕
上
げ
表
に
お
け
る
材
料
又
は
構
造
（
前
号
の
間
仕
切
壁
を
含
む
。
）

に
お
い
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
材
料
又
は
構
造
を
同
表
の
下
欄
に

掲
げ
る
材
料
又
は
構
造
と
す
る
変
更

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

十
二

井
戸
の
位
置
の
変
更
（
く
み
取
便
所
の
便
槽
と
の
間
の
距
離
が
短
く

十

第
一
条
の
三
第
四
項
の
表
一
の

欄
の
配
置
図
に
お
け
る
井
戸
又
は
浄

（ろ）

な
る
変
更
を
除
く
。
）

化
槽
の
位
置
の
変
更

十
三

（
略
）

十
一

（
略
）

十
四

（
略
）

十
二

（
略
）

十
五

建
築
設
備
の
材
料
、
位
置
又
は
能
力
の
変
更
（
性
能
が
低
下
す
る
材

（
新
設
）

料
の
変
更
及
び
能
力
が
減
少
す
る
変
更
を
除
く
。
）

２

法
第
八
十
七
条
の
二
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
六
条
第
一
項
の
軽
微
な
変

２

法
第
八
十
七
条
の
二
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
六
条
第
一
項
の
軽
微
な
変

更
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
安
全
上
、
防
火
上
及
び
避
難
上
の
危

更
は
、
第
一
条
の
三
第
四
項
の
表
一
の

項
の
昇
降
機
の
構
造
詳
細
図
並
び

（六）

険
の
度
並
び
に
衛
生
上
及
び
市
街
地
の
環
境
の
保
全
上
の
有
害
の
度
が
高
く

に
同
表
の

項
の
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
の
構
造
詳
細
図
、
エ
ス
カ
レ
ー
タ
ー
の
断

（十）

な
ら
な
い
も
の
と
す
る
。

面
図
及
び
小
荷
物
専
用
昇
降
機
の
構
造
詳
細
図
に
お
け
る
構
造
又
は
材
料
並

び
に
同
表
の
昇
降
機
以
外
の
建
築
設
備
の
構
造
詳
細
図
に
お
け
る
主
要
な
部

分
の
構
造
又
は
材
料
に
お
い
て
、
耐
火
構
造
又
は
不
燃
材
料
を
他
の
耐
火
構

造
又
は
不
燃
材
料
と
す
る
も
の
と
す
る
。
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一

第
一
条
の
三
第
四
項
の
表
一
の

項
の
昇
降
機
の
構
造
詳
細
図
並
び
に

（七）

同
表
の

項
の
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
の
構
造
詳
細
図
、
エ
ス
カ
レ
ー
タ
ー
の
断

（十）

面
図
及
び
小
荷
物
専
用
昇
降
機
の
構
造
詳
細
図
に
お
け
る
構
造
又
は
材
料

並
び
に
同
表
の
昇
降
機
以
外
の
建
築
設
備
の
構
造
詳
細
図
に
お
け
る
主
要

な
部
分
の
構
造
又
は
材
料
に
お
い
て
、
耐
火
構
造
又
は
不
燃
材
料
を
他
の

耐
火
構
造
又
は
不
燃
材
料
と
す
る
変
更

二

建
築
設
備
の
材
料
、
位
置
又
は
能
力
の
変
更
（
性
能
が
低
下
す
る
材
料

の
変
更
及
び
能
力
が
減
少
す
る
変
更
を
除
く
。
）

３

法
第
八
十
八
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
六
条
第
一
項
の
軽
微
な

３

法
第
八
十
八
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
六
条
第
一
項
の
軽
微
な

変
更
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
で
あ
つ
て
、
安
全
上
、
防
火
上
及
び
避
難
上
の

変
更
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
で
あ
つ
て
、
安
全
上
、
防
火
上
及
び
避
難
上
の

危
険
の
度
並
び
に
衛
生
上
及
び
市
街
地
の
環
境
の
保
全
上
の
有
害
の
度
が
高

危
険
の
度
並
び
に
衛
生
上
及
び
市
街
地
の
環
境
の
保
全
上
の
有
害
の
度
が
高

く
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
。

く
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

（
削
除
）

二

第
三
条
第
一
項
の
表
一
の
平
面
図
又
は
横
断
面
図
、
側
面
図
又
は
縦
断

面
図
及
び
構
造
詳
細
図
に
お
け
る
材
料
に
お
い
て
、
不
燃
材
料
を
他
の
不

燃
材
料
と
す
る
変
更

二

構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
で
あ
る
基
礎
ぐ
い
、
間
柱
、
床
版
、
屋
根
版

（
新
設
）

又
は
横
架
材
（
小
ば
り
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
も
の
に
限
る
。
）
の
位
置

の
変
更
（
変
更
に
係
る
部
材
及
び
当
該
部
材
に
接
す
る
部
材
以
外
に
応
力

度
の
変
更
が
な
い
場
合
で
あ
っ
て
、
変
更
に
係
る
部
材
及
び
当
該
部
材
に

接
す
る
部
材
が
令
第
八
十
二
条
各
号
に
規
定
す
る
構
造
計
算
に
よ
っ
て
確

か
め
ら
れ
る
安
全
性
を
有
す
る
も
の
に
限
る
。
）

三

構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
で
あ
る
部
材
の
材
料
又
は
構
造
の
変
更
（
変

（
新
設
）

更
後
の
建
築
材
料
が
変
更
前
の
建
築
材
料
と
異
な
る
変
更
及
び
強
度
又
は

耐
力
が
減
少
す
る
変
更
を
除
き
、
第
一
項
第
十
一
号
の
表
の
上
欄
に
掲
げ

る
材
料
又
は
構
造
を
変
更
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ

る
材
料
又
は
構
造
と
す
る
変
更
に
限
る
。
）

四

構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
以
外
の
部
分
で
あ
っ
て
、
屋
根
ふ
き
材
、
内

（
新
設
）

装
材
、
外
装
材
、
帳
壁
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
工
作
物
の
部
分
、
広
告

塔
、
装
飾
塔
そ
の
他
工
作
物
の
屋
外
に
取
り
付
け
る
も
の
の
材
料
若
し
く
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は
構
造
の
変
更
（
第
一
項
第
十
一
号
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
材
料
又
は
構

造
を
変
更
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
材
料
又
は
構

造
と
す
る
変
更
に
限
る
。
）
又
は
位
置
の
変
更

五

令
第
百
三
十
八
条
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
乗
用
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
又
は

（
新
設
）

エ
ス
カ
レ
ー
タ
ー
で
観
光
の
た
め
の
も
の
（
一
般
交
通
の
用
に
供
す
る
も

の
を
除
く
。
）
の
構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
以
外
の
部
分
（
前
号
に
係
る

部
分
を
除
く
。
）
の
材
料
、
位
置
又
は
能
力
の
変
更
（
性
能
が
低
下
す
る

材
料
の
変
更
及
び
能
力
が
減
少
す
る
変
更
を
除
く
。
）

４

（
略
）

４

（
略
）


